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はじめに 

  被告東電は、原告に反論する前に、被告東電自身が公正

で、紳士的な態度で、発電所の安全対策はウソでしたと、

謝罪しなければならないのではないのか。 

 

被告東京電力第 16 準備書面の全てが、原告がこれまで主張してきたことに
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ついて正解していない。本件事故の正体は、事故に至る過程、事故後の対応の

すべてが偽装されたもので、正当性が見当たらないという疑義に答えていない。

事故に至る過程において、被告東京電力は「止める」「冷やす」「閉じ込める」

を公言し、実質的な事故防止対策を実施しないようにウソで、原告らを騙した

結果、過酷な事故を招き、事故後には事故時のための原災法に基づいた手続き

がなされず、違法な状態で原告ら被害当事者を排除して、対話・公論を忌避し、

密室で被告らが被告らのために有利な事故対応を行ってきている。 

 

  原告は事故時、双葉町長・双葉町災害対策本部長として災害対策基本法、原

子力災害対策特別措置法、原子力災害対策マニュアル及び双葉町原子力災害

対策計画に基づいて、政府原子力災害対策本部長の違法に偽装された事故対

応体制の中で、これに騙されまいと町民の生命、身体及び財産を保護するため

に独力で尽力してきたことは、すでに主張している。 

 

  本件事故発生以来、約束されていた防災訓練の実績を、菅直人政府原子力災

害対策本部長らに滅却されてしまい、事故対応のために準備されていた政府

原子力災害対策本部事務局（ＥＲＣ）並びに、現地対策本部の原子力災害現地

対策本部（ＯＦＣ）が担う責務を有している第一原子力保安検査官たちの任務

懈怠によって、防災訓練で誓っていた緊急時対応を実行しなかった。 

  これは、原告に定められていた災害対策基本法第 5 条並びに、原子力災害

対策特別措置法第５条の 「住民の生命、身体及び財産を保護する」に必要な事

故情報が得られず、回避されるべきであった被ばくを強いられたことなどを考

えると、係る被害の全部が被告らの背任によってもたらされたものであると

断じる。 

 

  このような、被告らによる、被告らのための片鱗な事故対応から発生した異

常な中間指針を原告は受け入れていないので、いま裁判を行っている。 

  被告東京電力には、原告の裁判の意図は伝わっているものとして、口頭弁論

をこれまで続けてきた。 

 

 しかし、被告東電準備書面（１６）の主張は、正常な事故対応組織においての
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み通用するもので、異常な体制で繰り広げてきた事故対応の全てがウソと偽

装の塊で、原告がこれに同意・合意したことは全くなく、その証拠もないはず

である。 

  よって、被告東電準備書面（１６）の主張は、事故対応の正当性と事故情報

の共有並びにその都度に合意をした証拠がなければ、全く、片鱗で被告東電の

片思いに過ぎないものなので、原告は 「不条理な中間指針」をこれまでも、こ

れからも認めることはない。 

  原告が請求しているのは原告の自由裁量によるもので、中間指針に沿うこ

とは全くないことを強く主張する。 

 

第１章 原告の反論の根拠 

 第１ 原告の立場 

原告（元職の双葉町長・双葉町災害対策本部長）は、町民に任に反するこ

とは許されていなかった。ひたすら順法の下で、町民を災害から守らなけれ

ばならない立場にあった。 

 

   本件事故においては、原告に定められた立場と行動が正しかったのかの

結果を出さなければならないのである。不作為は許されない立場だった。 

   しかし、本件事故発生後の現実は隠ぺいと偽装ですべてが始まった。隠ぺ

いと偽装の証拠は何度も示してきたが、菅直人政府原子力災害対策本部長

の独断専行で、約束されていた事故時のシナリオをことごとく葬られ、原告

が得なければならない、改ざんされない事故情報が閉ざされたことと、約束

されていた正式な形の原子力災害合同対策協議会が開催されず、情報の共有

と対話、要求を恣意的に阻まれてしまった。 

 

   このため、原告（双葉町災害対策本部長）は、政府原子力災害対策本部長

の１０ｋｍ以内の避難指示以降、独断で避難先を探し、町民たちを被ばく被

害から出来るだけ軽減させるために奔走した。この間、被告東京電力の助言

は全くなかった。被告東京電力は町民たちがまだ双葉町に留まっていた時、

町対策本部に断りと了解を得ずに社員と家族を静かに避難させていた。し
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かも、学校及び体育館等で寒さと空腹に耐えている町民をしり目に、東京電

力の福利施設や社宅に避難させていたのである。 

 

   この扱いからも、自分の責任を双葉町及び双葉町民に与えた被害・損害と

差別、優越的行為をした被告東京電力は悪魔と呼ぶことにふさわしい企業

である。 

   原告は被告東京電力の行為を、人道、非人道を超えて、悪徳企業がしでか

した「悪魔の仕業」と呼ぶことにしている。 

 

   勝手に壊した原発で計測不能な放射性物質の放出をしておきながら、被

ばくの健康被害はないと言いふらす学者、芸人及び国際機関らは、実際に被

ばくを体験していない。このような者を多用して、被ばく被害がないと言い

ふらさせて世論を騙していることの裏返しは、本件事故で東日本を放射性

物質の放出で汚染させた実態を隠ぺいする必要があることを立証している。 

 

   賠償問題を穏便に解決する最良の手段は、被害者 （権者者）と加害者 （権

務者）が対等で公開された場所で、それぞれが準備した被害・加害の項目と

金額を出し合い、公平、公正な対話で解決を諮るべきであった。被害者個々

人は被害の全部を語り、試算し、積算し被害・損害額を計算する。加害者も

事実に基づいた試算を行い、これを個々人に再計算を行い、提示して合意を

求めるべきであったが、権務者は事故の第一義的原因者（被告東京電力）と

第二次的原因者（規制義務者者）が、密室で新賠償基準という被害の全容と

関係のないシナリオを勝手に作り、被ばくをさせられ、生業と生活の場から

離れて、窮乏している権者者に、新賠償基準という実態離れの金額で、一律

賠償という、かつてあり得ない負を与えた。 

 

   原告は、何とかお願いしますという賠償請求をしているではない。被告東

京電力が原告の請求に不満があるのなら賠償しなくても良い、その代わり、

原告の生活環境を事故前のようにしてもらうことを要求するまでである。 

 

 



 6 / 73 

 

 

 

第２ 原告への約束 

 １．きずな de ふたば 

   東京電力福島第一（第二）原子力発電所、広野火力発電所が隔月に発刊し

ていた広報誌によれば、時々に発電所の取組みを公表していた。以下に重要

な事柄（地元への）報告・契りを原告の解釈なしで紹介する。 
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（１）２００９Vol.33 ５が語った約束とウソ 
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（２）２００９Vol.34 ７が語った約束とウソ 
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 14 / 73 

 

 

 上記には、武藤常務と井戸川双葉町長らが写っている。 

 

上記には、井戸川双葉町長、草野楢葉町長と鈴木大熊副町長らが見学している。 
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（３）２００９Vol.35  ９が語った約束とウソ 
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 前頁の拡大図 

 

  ここで、被告東電は「下記の設備について安全性を確認したしました」と、

強調されており、 「止める」「冷やす」「閉じ込める」について、殊更に詳しく解

釈をしていた。ここには「想定外」という免責規定は存在していないことが、理

解できるはずだ。 

 本件事故に際して、上記の 3 つは作動せず、人知を超えた規模の破壊が起き

た。被告東電はこれを「想定外」という理由付けにはできない。 

 原告に対して、ここの記述はウソでしたと謝罪することもなく、上からの目線

で、ウソの塊の「中間指針」に誘導しようとしているのは、罪の上塗りに過ぎな

い。 
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 被告東電は、原告にインチキな中間指針を迫るより、上記記事の方がよほど大

切ではないのか。知りながら事故の予防対策をせず、安全確保協定に基づき双葉

町に上記のような報告を怠った責任は、膨大でウソを続けている現状では、金額

に換えられない状態を原告は許さない。 
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 本件事故後、被告国及び福島県は、上記の手順で放射性物質を計測することに

なっていたが、採取の次に測定分析を行い、放射性物質は含まれていませんと、

ウソを拡散して何も知らない国民を騙している。 

 しかし、被告東電もウソをついている。ウソというのは、魚の内臓と骨を除く

ことである。内臓には魚の食物連鎖で内臓に放射性物質が蓄えられているのと、

骨にはストロンチウムが蓄積されていることを合わせて、内部被ばくを発見で

きないように隠ぺい工作をしている。 

 被告東電は、上記のような放射性物質の検測を行っていたが、ここでもウソを

ついている。 
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（４）２００９Vol.36 １１が語った約束とウソ 



 26 / 73 

 



 27 / 73 

 



 28 / 73 
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（５）２０１０Vol.37 １が語った約束とウソ 
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上枠の※ｍSv:ミリシーベルトを、抜き取ると、「身体に受ける放射線の量を示す単位。

歯科医院で撮影する小さなレントゲンの放射線量は、1 枚当たり 0.01~0.03ｍSv、原子

力発電所周辺の放射線量の実績は、1年間で 0.001ｍSv 未満です。」と記されている。こ

れと政府の後知恵の20ｍSv/年と比べて見ると、20÷0.001では、20,000倍になる。 
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（６）２０１０Vol.38 ３が語った約束とウソ 



 36 / 73 
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上記の            拡大版を以下に示す 

 

 上記を実施していれば、本件事故のような過酷にならずに済み、発電所周辺の

住民に不幸をもたらすことはなかった。 
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（７）２０１０Vol.39 ５が語った約束とウソ 
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（８）２０１０Vol40.  欠番 

（９）２０１０Vol.41 ９が語った約束とウソ 
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    内は、国の審議結果で、被告東電の確認結果は妥当と評価した。ここで、

国の原子力規制行政の責任を明確にしている。 
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前頁の拡大図 

 

    

  以下の記事にあるように、国と福島県が 3 つの条件をでたらめな判定で行

い、発電所立地町を安全であるかのように装い、「妥当」としたもの。 

 

 

 この記事で、国策優先について述べられている。元より、原子力の利用を推進

し、立地審査から完成までを規制してきた。そして、運転管理でも 24時間、365

日監視・監理、検査の全てを独占的に行ってきた経済産業省に本件事故の総責任

があるので、想定外という素人的な強い逃れができない。 
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（１０）２０１０Vol.42 １１が語った約束とウソ 
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（11）２０１１Vol.43 １が語った約束とウソ 
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上記は、平成２２年度福島県原子力防災訓練の様子を示したもの。 

本件事故では、誰が、何の目的で、この訓練で約束された実績を葬って、虚偽

の事故対応をした。これを隠し、前例のない事故対応をした者のウソの責任追及

と損害賠償請求は、子孫に相続しておくことにする。 
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第３ 本件事故の偽装 

１ 真実はどこへ 
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２ 事故の真因 これは見逃せない 
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３ やっぱりそうか 

  平成２０年９月１０日の秘密会議の津波対策は不可避という結論を、武藤

常務が津波対策を、やらない対策にしたことを思い出して泣いたのか？ 
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４ 原子炉は災害防止上支障のないものであることと定められていた 

 

 

 

つまり 

  第１原告の思い 
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第 2  

１  「財物損害に係る原告の主張内容」について、はじめに語っておかなければ
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ならないことは、被告東電が「想定外」という主張をして、事故の責任を回避し

ようとしていることをここで問題視しなければ整合性が取れない。原発事故は

津波情報を原告ら発電所立地町に隠さなければ、１５．７ｍの波高を知った瞬間、

安全確保協定に基づいて発電所の運転を止めるよう求めていた。これができな

かったのは、悪質な隠ぺい工作をしていたので知ることができなかった。原告が

示した請求方法、請求金額は、中間指針を無視したものであることを再認識して

いただきたい。 

 

２  「原告が本件家屋に係る損害の発生及び損害額の立証をしないこと」につい

て、本件家屋の損害は現地進行協議並びに提示した資料に基づき、修復の機会、

環境が東電が発電所監視区域外に放出した放射能により、政府原子力災害対策

本部長の避難指示により、避難したので修繕の機会がなくなったために壊れる

ままにしてあるので、損害の発生の立証はされている。 

 損害額については、事故前に想定されたものではなく、後知恵で、被害者原告

ら権者者を排除して作られた基準に沿わなければならない案件ではないので、

原告の自由裁量において請求したものである。現在、中間指針が追補されていて

いるので、原告の請求額を超えるものがあるように受け止めているが、原告はこ

れを修正請求することはしない。 

  被告東電は、原告に主張・立証を求めているが、あくまで、自主的判断で請

求しているので被告が求めている要求に沿うことはない。 

 

３  「原告が本件土地に係る損害の発生及び損害額の立証をしていないこと」に

ついて、原告は何度も主張しているが、被告東電は発電所が事故の予防対策を、

ウソで「安全確保協定」に定めてある情報を順守する責務を放置し、事故に至

らしめたことは、防護対策の不作為の結果である。 

  そこで、本準備書面に応えることは、原告が請求したのは、原告自身の考え

方であるので、被告東電が何かを言うだろうが、中間指針については、本件事

故の対応が違法なので、当然に中間指針作成の経緯も、本件事故の対応が違法

の上に立っているので、原告は、被告東電の主張を信じられないので、損害賠

償請求の提訴を行ったことを理解されるべきである。 

  原告は、町長就任までは工事案件の設計、積算、施工、完成等を生業として
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いたので、数量を算出し歩掛、単価を集約している建設物価、積算資料等から

単価を拾い、集計してきていたので、請求行為においては原告の経験から算出

して、本件の請求をしているので、本件の請求では正当性のあるもので、これ

を否定するものは存在しない。 

 

４ 小括 について、中間指針の大前提が違法な２０ミリシーベルト以下とい

う数値を使い、違法な事故時の体制をもって不当な迫害をしておきながら、被

告東電が原告の損害賠償請求行為を否定できる立場にはないことを主張して

おく。 

 

第 3  「原告の財物損害が認められるとしても被告東京電力が自主的に定めた賠

償基準による財物損害の賠償額を上回るものではないこと」について、 

   「仮 に、全事情を踏まえた裁判上の損害額の認定がなされる場合に備えて、

予備的に、 に、原告が主張する財物損害の発生が認められる場合においても、

その損害額は、被告東京電力が公表している帰還困難区域内における不動産

の財物損害に係る自主賠償基準によって算定される、後述する本件自主基準

算定額を超えるものではないことを明らかにするものである。」 

 

１ 被告東京電力の自主賠償基準による財物損害の賠償の考え方について 

  本件事故に関する財物損害の賠償については、経済産業省が２０１２（平成

２４）年７月２０日付けで「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」

を公表し、財物賠償の具体的な基準について方針を示している。（乙二３２の

１仮３）。 

  これは、財物賠償が避難指示区域の見直し及び被害者の生活再建に密接に

関わることから、政府としても、被害を受けた自治体や住民の方の実情を伺い、

それを踏まえて賠償基準に反映させるべく考え方を取りまとめたものである。 

  なお、本件事故による価値減少割合については、政府の避難指示期間に基づ

いて定められ、原告の本件事故時の住所地のような帰還困難区域については、

財物価値の現象割合は基本的に全損としての賠償がなされることとなる（な

お、全損に基づく財物賠償がなされても、被害者と被告東京電力の間の合意に

基づき、当該財物の所有者は被害者側に残置される。）（乙二３２の１仮３） 
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